
９ その他法人の業務運営に関し必要な事項（新施設の整備に向けた取組） 

 (1) 新施設で実施する新たな取組への準備 
高齢者に対する急性期医療と高度・先端医療の提供及び高齢者のＱＯＬを維持・

向上させていく研究を実施していくため、例えば、重点医療を効果的に提供するた

めの具体的な機能など、新施設で実施する新たな医療・研究機能について十分な検

討を行い、新施設における必要諸室や設備・機器の整備へ反映させていく。 
また、重点医療に対し関係する複数の診療科が連携して横断的・一体的なチーム

医療を展開する基盤として、新建物での「センター制」導入に向けた検討を行う。 
さらに、老化予防健診など保険診療の枠にとらわれない新たな事業の検討を行う。 
 

 (2) 効率的な施設整備の実施 
平成２４年度中の完成を目指して、現板橋キャンパス内において建替整備する。 
新施設の整備に当たっては、都が板橋キャンパス内に公募により平成２５年度整

備予定の介護保険施設をはじめ、地域の医療機関や関係機関との緊密な連携のもと、

東京都のセンター的機能を果たす高齢者専門病院・研究所としてふさわしい環境を

整備するとともに、都と連携を図りながら、都の重点施策である環境対策に十分配

慮した施設を整備する。 
また、後年度の維持管理コストへの配慮や将来の成長と変化への柔軟な対応が可

能となる施設を整備することにより、健全な法人経営を支える基盤を整備する。こ

の他、以下の視点で施設整備を図っていく。 
   ア 高度・先端医療、研究の実施にふさわしく、かつ効率的な運営を可能とする

施設の在り方を検討する。 
   イ 高齢者の特性に対応し高い安全性を確保するとともに、個室化など患者のア

メニティー向上とプライバシー確保に配慮した施設内容を検討する。 
   ウ 医師・看護師宿舎、研究者･招へい研究者用宿舎や院内保育施設等の在り方

についても検討する。 
   エ 毎年度の備品の現品照合調査及び棚卸を徹底することにより、不用品や過剰

な在庫を整理し、新建物への移転作業時に必要最小限の移設で済むよう準備に

努める。 
   オ 都との連携の下、経済性・効率性を担保しながら必要な施設建設が可能な手

法を検討する。 

 
 (3) 周辺施設等への配慮 

近隣住民に対し、事前及び工事期間中の説明を適切に行う。 
また、工事期間中、敷地の利用が制限されるため、板橋キャンパス内各施設及び

区、消防署等関係機関との連絡調整を十分に行い、利用者の安全確保と円滑な業務

運営継続に努めるとともに、工事請負業者等との定期的な連絡会を設け、整備主体

として適切な管理・監督を行う。 


